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〇
外
務
省
告
示
第
七
十
二
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
、
国
際
連
合
安
全
保

障
理
事
会
に
お
い
て
、
ソ
マ
リ
ア
情
勢
並
び
に
ジ
ブ
チ
及

び
エ
リ
ト
リ
ア
情
勢
に
関
し
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
て
、

武
器
の
禁
輸
、
移
動
の
制
限
及
び
資
産
の
凍
結
措
置
等
を

導
入
す
る
こ
と
等
を
決
定
す
る
次
の
決
議
が
採
択
さ
れ

た
。平

成
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日

外
務
大
臣

岡
田

克
也

˜



平成™™年™月™›日 水曜日 第œ™œ 号官 報
（
訳
文
）

二
千
九
年
十
二
月
二
十
三
日
に
安
全
保
障
理
事
会
が
そ

の
第
六
千
二
百
五
十
四
回
会
合
に
お
い
て
採
択
し
た
決
議

第
千
九
百
七
号
（
二
千
九
年
）

安
全
保
障
理
事
会
は
、

ソ
マ
リ
ア
情
勢
及
び
ジ
ブ
チ
と
エ
リ
ト
リ
ア
の
間
の
国

境
紛
争
に
関
す
る
従
前
の
決
議
及
び
議
長
声
明
、
特
に
決

議
第
七
百
五
十
一
号
（
千
九
百
九
十
二
年
）、
決
議
第
千

八
百
四
十
四
号
（
二
千
八
年
）
及
び
決
議
第
千
八
百
六
十

二
号（
二
千
九
年
）、並
び
に
二
千
九
年
五
月
十
八
日（
Ｓ
／

Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
／
二
〇
〇
九
／
一
五
）、
二
千
九
年
七
月
九
日

（
Ｓ
／
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
／
二
〇
〇
九
／
一
九
）
及
び
二
千
八
年

六
月
十
二
日
（
Ｓ
／
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
／
二
〇
〇
八
／
二
〇
）
の

議
長
声
明
を
想
起
し
、

ソ
マ
リ
ア
、
ジ
ブ
チ
及
び
エ
リ
ト
リ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
の

主
権
、
領
土
保
全
、
政
治
的
独
立
及
び
統
一
の
尊
重
を
再

確
認
し
、

ジ
ブ
チ
と
エ
リ
ト
リ
ア
の
間
の
国
境
紛
争
を
解
決
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
表
明
し
、

ジ
ブ
チ
合
意
及
び
和
平
プ
ロ
セ
ス
が
、
ソ
マ
リ
ア
に
お

け
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認

し
、
更
に
、
ソ
マ
リ
ア
暫
定
連
邦
政
府
（
Ｔ
Ｆ
Ｇ
）
へ
の

支
持
を
再
確
認
し
、

同
理
事
会
に
対
し
、
ソ
マ
リ
ア
を
不
安
定
化
さ
せ
る
活

動
に
関
与
し
、
平
和
及
び
和
解
の
努
力
並
び
に
地
域
の
安

定
を
損
な
う
武
装
集
団
に
支
援
を
提
供
す
る
地
域
の
内
外

の
外
国
関
係
者
、
特
に
エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
て
制
裁
を
課

す
よ
う
要
請
す
る
、
リ
ビ
ア
の
シ
ル
テ
に
お
け
る
第
十
三

回
ア
フ
リ
カ
連
合
（
Ａ
Ｕ
）
総
会
の
決
定
（
Ｓ
／
二
〇
〇

九
／
三
八
八
）
に
留
意
し
、

エ
リ
ト
リ
ア
に
よ
る
、
特
に
ジ
ブ
チ
と
エ
リ
ト
リ
ア
の

間
の
国
境
紛
争
に
関
す
る
決
議
第
千
八
百
六
十
二
号
（
二

千
九
年
）
の
実
施
に
関
し
て
ま
っ
た
く
進
展
が
な
い
こ
と

に
重
大
な
懸
念
を
表
明
す
る
、
リ
ビ
ア
の
シ
ル
テ
に
お
け

る
第
十
三
回
Ａ
Ｕ
総
会
の
決
定
（
Ｓ
／
二
〇
〇
九
／
三
八

八
）
に
更
に
留
意
し
、

決
議
第
千
八
百
五
十
三
号
（
二
千
八
年
）
に
基
づ
き
再

設
置
さ
れ
た
監
視
団
に
よ
り
、
そ
の
二
千
八
年
十
二
月
の

報
告
書
（
Ｓ
／
二
〇
〇
八
／
七
六
九
）
に
概
略
が
示
さ
れ

た
、
エ
リ
ト
リ
ア
が
、
ソ
マ
リ
ア
の
平
和
及
び
和
解
並
び

に
地
域
の
安
定
を
損
な
う
こ
と
に
関
与
す
る
武
装
集
団
に

対
し
て
政
治
的
、
資
金
的
及
び
後
方
支
援
を
提
供
し
て
い

る
と
の
所
見
に
つ
い
て
、
重
大
な
懸
念
を
表
明
し
、

Ｔ
Ｆ
Ｇ
の
職
員
及
び
機
関
、
一
般
市
民
、
人
道
支
援
要

員
並
び
に
ア
フ
リ
カ
連
合
ソ
マ
リ
ア
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
Ａ

Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
）
の
要
員
に
対
す
る
す
べ
て
の
武
力
攻
撃
を

非
難
し
、

二
千
九
年
五
月
十
九
日
付
け
エ
リ
ト
リ
ア
国
連
常
駐
代

表
発
安
全
保
障
理
事
会
議
長
あ
て
書
簡
（
Ｓ
／
二
〇
〇

九
／
二
五
六
）
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
エ
リ
ト
リ
ア

に
よ
る
ジ
ブ
チ
合
意
の
拒
否
に
つ
い
て
、
重
大
な
懸
念
を

表
明
し
、

同
理
事
会
が
、
ソ
マ
リ
ア
の
平
和
、
安
全
及
び
安
定
を

脅
か
す
行
為
に
関
与
し
若
し
く
は
支
援
を
提
供
し
、
武
器

禁
輸
に
違
反
し
て
行
動
し
、
又
は
、
ソ
マ
リ
ア
へ
の
人
道

的
援
助
の
流
入
を
妨
害
し
て
い
る
と
し
て
指
定
さ
れ
る
個

人
又
は
団
体
に
対
す
る
措
置
を
課
す
こ
と
を
決
定
し
た
決

議
第
千
八
百
四
十
四
号
（
二
千
八
年
）
を
想
起
し
、

ソ
マ
リ
ア
の
安
定
に
対
す
る
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
貢
献
に

謝
意
を
表
明
し
、
ブ
ル
ン
ジ
及
び
ウ
ガ
ン
ダ
政
府
に
よ
る

Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
対
す
る
継
続
的
な
約
束
へ
の
謝
意
を
更

に
表
明
し
、

ジ
ブ
チ
和
平
プ
ロ
セ
ス
を
防
止
又
は
妨
げ
る
者
に
対
す

る
措
置
を
と
る
意
図
を
改
め
て
表
明
し
、

エ
リ
ト
リ
ア
が
、
安
全
保
障
理
事
会
よ
り
決
議
第
千
八

百
六
十
二
号
（
二
千
九
年
）
及
び
二
千
八
年
六
月
十
二
日

の
議
長
声
明
（
Ｓ
／
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
／
二
〇
〇
八
／
二
〇
）
に

お
い
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
従
前
の
状
態
ま
で
部

隊
を
撤
退
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
深
い
懸
念
を

表
明
し
、

エ
リ
ト
リ
ア
が
こ
れ
ま
で
、
ジ
ブ
チ
と
対
話
を
行
う
こ

と
、
小
地
域
若
し
く
は
地
域
機
関
に
よ
る
、
二
国
間
の
接

触
、
仲
介
若
し
く
は
促
進
す
る
努
力
を
受
入
れ
る
こ
と
、

又
は
、
事
務
総
長
の
努
力
に
前
向
き
に
反
応
を
示
す
こ
と

を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
深
刻
な
懸
念
を
改
め
て

表
明
し
、

二
千
九
年
三
月
三
十
日
付
け
事
務
総
長
の
書
簡
（
Ｓ
／

二
〇
〇
九
／
一
六
三
）
及
び
そ
の
後
の
ジ
ブ
チ
・
エ
リ
ト

リ
ア
紛
争
に
関
す
る
事
務
局
の
説
明
に
留
意
し
、

ジ
ブ
チ
が
、
従
前
の
状
態
ま
で
部
隊
を
撤
退
さ
せ
、
国

際
連
合
の
事
実
調
査
団
及
び
事
務
総
長
の
あ
っ
せ
ん
を
含

め
す
べ
て
の
関
係
者
に
十
分
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
、

ソ
マ
リ
ア
の
平
和
及
び
和
解
を
損
な
う
エ
リ
ト
リ
ア
の

行
動
並
び
に
ジ
ブ
チ
と
エ
リ
ト
リ
ア
の
間
の
紛
争
が
国
際

の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
し
て
い
る
こ
と

を
認
定
し
、

国
際
連
合
憲
章
第
七
章
の
下
で
行
動
し
て
、

１

エ
リ
ト
リ
ア
を
含
む
す
べ
て
の
加
盟
国
が
、
ソ
マ

リ
ア
に
関
す
る
決
議
第
七
百
三
十
三
号
（
千
九
百
九

十
二
年
）
の
５
に
よ
り
課
さ
れ
、
決
議
第
千
三
百
五

十
六
号
（
二
千
一
年
）、
第
千
四
百
二
十
五
号
（
二

千
二
年
）、
第
千
七
百
二
十
五
号
（
二
千
六
年
）、
第

千
七
百
四
十
四
号
（
二
千
七
年
）
及
び
第
千
七
百
七

十
二
号
（
二
千
七
年
）
に
よ
り
詳
述
及
び
修
正
さ
れ

た
武
器
禁
輸
の
規
定
並
び
に
決
議
第
千
八
百
四
十
四

号
（
二
千
八
年
）
の
規
定
を
完
全
に
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
表
明
す
る
。

２

エ
リ
ト
リ
ア
を
含
む
す
べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
、

ジ
ブ
チ
和
平
プ
ロ
セ
ス
を
支
持
し
、
ソ
マ
リ
ア
に
お

け
る
Ｔ
Ｆ
Ｇ
に
よ
る
和
解
の
努
力
を
支
援
す
る
よ
う

要
請
し
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ
を
直
接
的

又
は
間
接
的
に
不
安
定
化
又
は
転
覆
さ
せ
よ
う
と
す

る
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
停
止
す
る
よ
う
要
求
す
る
。

３

エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
、
直
ち
に
決
議
第
千
八
百
六

十
二
号
（
二
千
九
年
）
に
従
い
、
か
つ
次
の
こ
と
を

行
う
よ
う
改
め
て
要
求
す
る
。

ü

そ
の
部
隊
及
び
す
べ
て
の
装
備
を
従
前
の
状
態

ま
で
撤
退
さ
せ
、
二
千
八
年
六
月
に
ラ
ス
・
ド
ゥ

メ
イ
ラ
及
び
ド
ゥ
メ
イ
ラ
島
で
紛
争
が
発
生
し
た

地
域
に
お
い
て
、
部
隊
の
駐
留
又
は
活
動
が
行
わ

れ
な
い
よ
う
確
保
す
る
こ
と
。

@

ラ
ス
・
ド
ゥ
メ
イ
ラ
及
び
ド
ゥ
メ
イ
ラ
島
に
お

け
る
ジ
ブ
チ
と
の
国
境
紛
争
を
認
め
、
緊
張
を
和

ら
げ
る
た
め
の
対
話
を
積
極
的
に
行
い
、
ま
た
、

国
境
問
題
の
相
互
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る

解
決
を
も
た
ら
す
外
交
努
力
を
行
う
こ
と
。

A

国
際
連
合
加
盟
国
と
し
て
そ
の
国
際
的
な
義
務

を
遵
守
し
、
憲
章
第
二
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び

第
五
項
並
び
に
第
三
十
三
条
に
言
及
さ
れ
て
い
る

原
則
を
尊
重
し
、
特
に
決
議
第
千
八
百
六
十
二
号

（
二
千
九
年
）
の
３
に
言
及
さ
れ
て
い
る
事
務
総

長
の
あ
っ
せ
ん
の
提
案
を
通
じ
、
事
務
総
長
と
十

分
に
協
力
す
る
こ
と
。

４

エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
、
関
係
者
が
ジ
ブ
チ
の
捕
虜

の
存
在
及
び
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、二
千
八
年
六
月
十
日
か
ら
十
二
日
の
衝
突
以
来
、

戦
闘
中
に
行
方
不
明
と
な
っ
た
ジ
ブ
チ
の
兵
士
に
関

係
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

５

す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
対
す
る
自

国
民
に
よ
る
若
し
く
は
自
国
の
領
域
か
ら
の
又
は
自

国
の
旗
を
掲
げ
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
の
使
用
に

よ
る
、
す
べ
て
の
種
類
の
武
器
及
び
関
連
物
資
（
武

器
及
び
弾
薬
、
軍
用
の
車
輌
及
び
装
備
、
準
軍
用
装

備
並
び
に
こ
れ
ら
の
予
備
部
品
を
含
む
。）並
び
に
軍

事
的
活
動
又
は
こ
れ
ら
の
品
目
の
提
供
、
製
造
、
維

持
若
し
く
は
使
用
に
関
連
す
る
技
術
援
助
、
訓
練
、

資
金
及
び
そ
の
他
の
援
助
（
自
国
の
領
域
を
原
産
地

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。）の
販
売

又
は
供
給
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
直
ち

に
と
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

６

エ
リ
ト
リ
ア
が
、
自
国
の
領
域
か
ら
の
又
は
自
国

民
に
よ
る
若
し
く
は
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
船
舶
若
し

く
は
航
空
機
の
使
用
に
よ
る
、
い
か
な
る
武
器
又
は

関
連
物
資
の
直
接
又
は
間
接
の
供
給
、
販
売
又
は
移

転
も
行
わ
な
い
こ
と
、
及
び
、す
べ
て
の
加
盟
国
が
、

自
国
民
に
よ
る
又
は
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
船
舶
若
し

く
は
航
空
機
の
使
用
に
よ
る
、
エ
リ
ト
リ
ア
か
ら
の

上
記
５
に
定
め
る
品
目
、
訓
練
及
び
支
援
（
エ
リ
ト

リ
ア
の
領
域
を
原
産
地
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か

を
問
わ
な
い
。）の
調
達
を
禁
止
す
る
こ
と
を
決
定
す

る
。

７

す
べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
、
当
該
貨
物
が
こ
の
決

議
の
５
及
び
６
に
よ
り
、
又
は
、
決
議
第
七
百
三
十

三
号
（
千
九
百
九
十
二
年
）
の
５
に
従
っ
て
定
め
ら

れ
、
そ
の
後
の
決
議
に
よ
り
詳
述
及
び
修
正
さ
れ
た

ソ
マ
リ
ア
に
対
す
る
全
面
的
か
つ
完
全
な
武
器
禁
輸

に
よ
り
、
供
給
、
移
転
又
は
輸
出
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
品
目
を
含
む
と
信
じ
る
合
理
的
根
拠
が
あ
る
こ
と

を
示
す
情
報
を
当
該
国
が
有
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
の
厳
格
な
履
行
を
確
保
す
る
目
的
で
、
自

国
の
法
的
権
限
及
び
国
内
法
令
に
従
い
、
か
つ
国
際

法
に
適
合
す
る
範
囲
内
で
、
海
港
及
び
空
港
を
含
む

自
国
の
領
域
内
で
、
ソ
マ
リ
ア
及
び
エ
リ
ト
リ
ア
向

け
並
び
に
ソ
マ
リ
ア
及
び
エ
リ
ト
リ
ア
か
ら
の
す
べ

て
の
貨
物
を
検
査
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

８

す
べ
て
の
加
盟
国
が
、
上
記
５
及
び
６
の
規
定
に

よ
り
禁
止
さ
れ
る
品
目
を
発
見
し
た
場
合
、
こ
の
決

議
の
５
及
び
６
の
規
定
に
よ
り
供
給
、
販
売
、
移
転

又
は
輸
出
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
品
目
を
押
収
及
び
処

分
す
る
こ
と
（
破
壊
し
又
は
使
用
し
得
な
い
状
態
と

す
る
こ
と
に
よ
る
。）を
認
め
、
ま
た
、
す
べ
て
の
加

盟
国
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
さ
ら
に
、
す

べ
て
の
国
が
そ
の
よ
う
な
努
力
に
協
力
す
る
こ
と
を

決
定
す
る
。

９

い
か
な
る
加
盟
国
も
、
こ
の
決
議
５
及
び
６
の
規

定
に
よ
り
供
給
、
販
売
、
移
転
又
は
輸
出
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
品
目
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
品
目
を

押
収
及
び
処
分
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
を
含
め
、

関
連
す
る
詳
細
が
含
ま
れ
た
報
告
を
委
員
会
に
対
し

て
す
み
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

10

す
べ
て
の
加
盟
国
は
、下
記
15
の
基
準
に
従
っ
て
、

決
議
第
七
百
五
十
一
号
（
千
九
百
九
十
二
年
）
に
従

い
設
立
さ
れ
、
決
議
第
千
八
百
四
十
四
号
（
二
千
八

年
）
に
よ
り
拡
大
さ
れ
た
委
員
会（
以
下
、「
委
員
会
」

と
い
う
。）に
よ
り
指
定
さ
れ
る
個
人
が
自
国
の
領
域

に
入
国
し
又
は
領
域
を
通
過
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
た

だ
し
、
こ
の
規
定
の
い
か
な
る
も
の
も
、
あ
る
国
に

対
し
て
自
国
民
が
自
国
の
領
域
内
に
入
る
こ
と
を
拒

否
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

™
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11

上
記
10
に
よ
り
課
さ
れ
る
措
置
は
次
の
場
合
に
は

適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
。

æ

委
員
会
が
、
人
道
上
の
必
要
性
（
宗
教
上
の
義

務
を
含
む
。）を
理
由
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
往
来

が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
個
別
の
案
件
に
応
じ
て

決
定
す
る
場
合
。

ç

委
員
会
が
、
免
除
が
地
域
に
お
け
る
平
和
及
び

安
定
の
目
的
に
資
す
る
と
個
別
の
案
件
に
応
じ
て

決
定
す
る
場
合
。

12

す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
下
記
15
に
従
っ
て
委
員
会

に
よ
り
指
定
さ
れ
る
個
人
又
は
団
体
に
対
す
る
、
自

国
民
に
よ
る
若
し
く
は
自
国
の
領
域
か
ら
の
又
は
自

国
の
旗
を
掲
げ
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
の
使
用
に

よ
る
、
す
べ
て
の
種
類
の
武
器
及
び
関
連
物
資
（
武

器
及
び
弾
薬
、
軍
用
の
車
輌
及
び
装
備
、
準
軍
用
装

備
並
び
に
こ
れ
ら
の
予
備
部
品
を
含
む
。）の
直
接
又

は
間
接
の
供
給
、
販
売
若
し
く
は
移
転
、
並
び
に
軍

事
的
活
動
若
し
く
は
武
器
及
び
軍
事
装
備
の
供
給
、

販
売
、
移
転
、
製
造
、
維
持
若
し
く
は
使
用
に
関
連

す
る
、
技
術
援
助
若
し
く
は
訓
練
、
資
金
、
及
び
そ

の
他
の
援
助
（
投
資
、
仲
介
若
し
く
は
そ
の
他
の
金

融
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。）の
直
接
又
は
間
接
の
供
給
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
決
定

す
る
。

13

す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
こ
の
決
議
の
採
択
の
日
又

は
そ
の
後
い
つ
で
も
自
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
資

金
、そ
の
他
の
金
融
資
産
及
び
経
済
資
源
で
あ
っ
て
、

下
記
15
に
従
っ
て
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
団
体

及
び
個
人
に
よ
り
、
又
は
、
そ
れ
ら
の
代
理
と
し
て

若
し
く
は
そ
れ
ら
の
指
示
に
よ
り
行
動
す
る
個
人
若

し
く
は
団
体
に
よ
り
、
直
接
的
又
は
間
接
的
に
所
有

さ
れ
又
は
管
理
さ
れ
る
も
の
を
遅
滞
な
く
凍
結
す
る

こ
と
を
決
定
し
、
ま
た
、
す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
い

か
な
る
資
金
、
金
融
資
産
又
は
経
済
資
源
も
、
自
国

の
国
民
又
は
そ
の
領
域
内
に
い
る
個
人
若
し
く
は
団

体
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
個
人
又
は
団
体
の
利
益
の

た
め
に
利
用
可
能
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
確
保
す

る
こ
と
を
決
定
す
る
。

14

上
記
13
に
よ
り
課
さ
れ
る
措
置
は
、
関
係
加
盟
国

に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
資
金
、
そ
の
他
の

金
融
資
産
又
は
経
済
資
源
に
は
適
用
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
。

æ

食
糧
、
賃
料
又
は
抵
当
、
医
薬
品
及
び
医
療
、

租
税
、
保
険
料
及
び
公
共
料
金
の
た
め
の
支
払
い

を
含
む
基
礎
的
な
経
費
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
決

定
さ
れ
た
も
の
又
は
法
的
役
務
の
提
供
に
関
連
し

て
生
じ
る
妥
当
な
専
門
手
数
料
及
び
費
用
の
払
戻

し
若
し
く
は
凍
結
さ
れ
た
資
金
、
そ
の
他
の
金
融

資
産
及
び
経
済
資
源
の
日
常
の
保
有
若
し
く
は
維

持
の
た
め
の
国
内
法
に
基
づ
く
手
数
料
若
し
く
は

サ
ー
ビ
ス
料
の
た
め
の
み
に
充
て
ら
れ
る
支
払
い

で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
関
係
加

盟
国
よ
り
委
員
会
に
対
し
、
適
当
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
資
金
、
そ
の
他
の
金
融
資

産
又
は
経
済
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
意
図

が
通
知
さ
れ
、
か
つ
、
委
員
会
が
そ
の
よ
う
な
通

知
が
な
さ
れ
て
か
ら
三
作
業
日
以
内
に
否
定
的
な

決
定
を
行
わ
な
い
場
合
。

ç

臨
時
経
費
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
決
定
が
関
係
加
盟

国
に
よ
り
委
員
会
に
対
し
通
知
さ
れ
、
か
つ
、
委

員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
場
合
。

è

司
法
、
行
政
又
は
仲
裁
上
の
担
保
又
は
判
決
の

対
象
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
、
当
該
資
金
、
そ
の
他

の
金
融
資
産
及
び
経
済
資
源
が
そ
の
担
保
又
は
判

決
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
担
保
又
は
判
決
が
こ
の
決
議
の
日

よ
り
も
前
に
効
力
を
生
じ
、
上
記
13
に
従
っ
て
指

定
さ
れ
る
者
又
は
団
体
の
利
益
の
た
め
で
は
な

く
、
か
つ
、
関
係
加
盟
国
に
よ
り
委
員
会
に
対
し

通
知
さ
れ
た
場
合
。

15

上
記
10
の
規
定
は
、
委
員
会
に
よ
り
次
の
と
お
り

指
定
さ
れ
る
個
人
（
エ
リ
ト
リ
ア
の
政
治
的
及
び
軍

事
的
指
導
者
を
含
む
。）に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
並
び

に
上
記
12
及
び
13
の
規
定
は
、
委
員
会
に
よ
り
次
の

と
お
り
指
定
さ
れ
る
個
人
及
び
団
体
（
エ
リ
ト
リ
ア

の
政
治
的
及
び
軍
事
的
指
導
者
、
政
府
及
び
議
会
の

団
体
並
び
に
エ
リ
ト
リ
ア
の
領
域
の
内
外
に
居
住
す

る
エ
リ
ト
リ
ア
国
民
が
私
有
す
る
団
体
を
含
む
。）に

適
用
さ
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

æ

上
記
５
及
び
６
に
よ
り
定
め
る
措
置
に
違
反
す

る
者
。

ç

地
域
を
不
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
、
武
装
し
た
反
対
集
団
へ
の
エ
リ
ト
リ
ア
か
ら

の
支
援
を
提
供
す
る
者
。

è

ジ
ブ
チ
に
関
す
る
決
議
千
八
百
六
十
二
号
（
二

千
九
年
）
の
履
行
を
妨
げ
る
者
。

é

地
域
の
他
国
又
は
他
国
の
市
民
に
対
す
る
暴
力

行
為
又
は
テ
ロ
行
為
を
行
う
個
人
又
は
団
体
を
か

く
ま
い
、
資
金
を
供
し
、
促
進
し
、
支
援
し
、
組

織
し
、
訓
練
し
又
は
扇
動
す
る
者
。

ê

監
視
団
の
調
査
又
は
作
業
を
妨
害
す
る
者
。

16

す
べ
て
の
加
盟
国
、
特
に
エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
、

地
域
を
不
安
定
化
し
、
又
は
、
ジ
ブ
チ
に
お
い
て
暴

力
及
び
国
内
争
乱
を
扇
動
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
、
ア
ル
・
シ
ャ
バ
ー
ブ
を
含
む
武
装
集
団
及
び
そ

の
構
成
員
を
武
装
さ
せ
、
訓
練
し
及
び
装
備
さ
せ
る

こ
と
を
停
止
す
る
よ
う
要
求
す
る
。

17

エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
、
関
連
す
る
決
議
に
定
め
る

規
定
に
沿
っ
て
、
委
員
会
及
び
そ
の
他
の
制
裁
委
員

会
、
特
に
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
（
千
九
百
九
十

九
年
）
に
従
い
設
立
さ
れ
た
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ

れ
る
個
人
又
は
団
体
に
対
す
る
渡
航
及
び
そ
の
他
の

形
態
の
金
融
支
援
を
促
進
す
る
こ
と
を
停
止
す
る
よ

う
要
求
す
る
。

18

次
の
追
加
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
委
員
会
の

任
務
を
更
に
拡
大
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

æ

監
視
団
の
支
援
を
得
て
、
上
記
５
、
６
、
８
、

10
、
12
及
び
13
に
お
い
て
課
さ
れ
る
措
置
の
実
施

を
監
視
す
る
こ
と
。

ç

上
記
15
に
規
定
さ
れ
る
基
準
に
従
い
、上
記
10
、

12
及
び
13
に
お
い
て
課
さ
れ
る
措
置
の
対
象
と
な

る
個
人
又
は
団
体
を
指
定
す
る
こ
と
。

è

上
記
11
及
び
14
に
定
め
る
免
除
の
要
請
を
受
け

た
場
合
に
検
討
し
決
定
す
る
こ
と
。

é

そ
の
追
加
の
任
務
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
指
針

を
更
新
す
る
こ
と
。

19

こ
の
決
議
に
よ
り
課
さ
れ
る
措
置
の
実
施
を
監
視

し
及
び
報
告
を
行
い
、
並
び
に
以
下
に
定
め
る
任
務

を
遂
行
す
る
た
め
、
決
議
第
千
八
百
五
十
三
号
（
二

千
八
年
）
に
よ
り
再
設
置
さ
れ
た
監
視
団
の
任
務
を

更
に
拡
大
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ま
た
、
事
務
総
長

に
対
し
、
拡
大
さ
れ
た
監
視
団
が
そ
の
任
務
を
遂
行

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
追
加
の
資
源
及
び

人
員
の
た
め
の
適
切
な
枠
組
み
を
作
る
よ
う
要
請
す

る
。

æ

違
反
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
報
告
す
る
こ

と
を
含
め
、
上
記
５
、
６
、
８
、
10
、
12
及
び
13

に
お
い
て
課
さ
れ
る
措
置
の
実
施
の
監
視
に
お
い

て
委
員
会
を
支
援
す
る
こ
と
。

ç

委
員
会
に
提
供
さ
れ
る
上
記
16
及
び
17
の
実
施

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
検
討
す
る
こ
と
。

è

上
記
15
に
記
述
す
る
委
員
会
に
よ
る
個
人
及
び

団
体
の
指
定
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
安
全
保

障
理
事
会
に
対
す
る
報
告
に
含
め
る
こ
と
。

é

こ
れ
ら
の
任
務
の
遂
行
に
お
い
て
、
適
当
な
場

合
に
、
他
の
制
裁
委
員
会
の
専
門
家
パ
ネ
ル
と
調

整
を
行
う
こ
と
。

20

す
べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
、
上
記
５
、
６
、
10
、

12
及
び
13
に
定
め
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
と
っ

た
措
置
に
関
し
、
こ
の
決
議
の
採
択
か
ら
百
二
十
日

以
内
に
、
安
全
保
障
理
事
会
に
対
し
て
報
告
す
る
こ

と
を
要
請
す
る
。

21

エ
リ
ト
リ
ア
の
行
動
を
検
討
す
る
こ
と
、
ま
た
、

エ
リ
ト
リ
ア
に
よ
る
こ
の
決
議
の
規
定
の
遵
守
の
状

況
に
か
ん
が
み
、
措
置
を
調
整
（
こ
れ
ら
の
措
置
の

強
化
、
修
正
又
は
解
除
を
含
む
。）す
る
用
意
が
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

22

事
務
総
長
に
対
し
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
よ
る
こ
の
決

議
の
規
定
の
遵
守
の
状
況
に
つ
い
て
、
百
八
十
日
以

内
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

23

こ
の
問
題
に
引
き
続
き
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と

を
決
定
す
る
。

š


